
は
じ
め
に

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
は
、
片
仮
名
百
姓
言
上
状
や
地
頭
湯
浅
氏
の
暴
力
な
ど
が
教
科
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
著
名
な
荘
園
の
一
つ
で

あ
る
。
研
究
も
戦
前
か
ら
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
武
士
団
・
地
頭
領
主
制
、
荘
園
制
、
農
民
闘
争
研
究
の
ほ
か
中
世
法
、
訴
訟
制
度
な
ど

多
く
の
関
心
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
、
阿
弖
河
荘
研
究
と
し
て
も
片
仮
名
百
姓
言
上
状
の
精
緻
な
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
、
言
上
状
が
出
さ

れ
た
建
治
年
間
前
後
の
訴
訟
に
関
す
る
研
究
、
現
地
調
査
に
基
づ
い
た
地
域
研
究
な
ど
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
ま
た
近
年
で
は
「
蘭

島
お
よ
び
三
田
・
清
水
の
農
山
村
景
観
」
が
国
選
定
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
、
阿
弖
河
荘
現
地
の
景
観
や
そ
の
歴
史
的
背
景
な
ど

に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

阿
弖
河
荘
に
関
す
る
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
、
高
野
山
文
書
「
宝
簡
集
」「
続
宝
簡
集
」「
又
続
宝
簡
集
」
に
含
ま
れ
て
お
り
、
史
料
集
と

し
て
は
こ
れ
ま
で
に
①
『
大
日
本
古
文
書　

高
野
山
文
書
』（
全
八
冊
、
一
九
〇
四
～
〇
七
年
）、
②
仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料 

一
・
二
』（
一
九
七
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
③
『
清
水
町
誌 

史
料
編
』（
一
九
八
二
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
特
に
仲
村
氏
に
よ
っ
て
②

の
編
年
史
料
集
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
多
く
の
研
究
成
果
が
生
み
出
さ
れ
た
。
ま
た
③
『
清
水
町
誌
』
で
は
、
主
要
な
阿
弖
河
荘
関
係

史
料
の
読
み
下
し
・
解
説
が
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
高
野
山
御
影
堂
文
書
が
所
載
さ
れ
②
を
補
完
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）
―
阿
弖
河
荘
研
究
の
課
題
―

�

付
　
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
目
録
（
一
）

伊
藤
哲
平
・
鎌
倉
佐
保

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一



ら
に
、
④
高
野
山
霊
宝
館
編
『
高
野
山
文
書 

宝
簡
集
・
続
宝
簡
集
・
又
続
宝
簡
集
』（
Ｄ
Ｖ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
、
二
〇
〇
四
年
、
小

林
写
真
工
業
）
に
よ
っ
て
高
野
山
文
書
の
写
真
版
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
写
真
と
照
合
し
な
が
ら
史
料
の
読
解
・
分
析
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
①
～
③
の
史
料
集
お
よ
び
④
の
写
真
版
を
用
い
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
阿
弖
河
荘
の
史
料
を
整

理
す
る
な
か
で
、
史
料
目
録
の
補
訂
、
史
料
翻
刻
の
訂
正
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
阿
弖
河
荘
は
、
一
一
世
紀
初
頭
に

平
惟
平
の
氏
寺
寂
楽
寺
領
と
し
て
成
立
し
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
高
野
山
が
そ
の
支
配
権
を
手
に
す
る
ま
で
、
寂
楽
寺
お
よ
び
寂

楽
寺
を
管
領
し
た
円
満
院
門
跡
の
支
配
し
た
荘
園
で
あ
り
、
そ
の
文
書
の
多
く
は
本
来
寂
楽
寺
・
円
満
院
が
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
高
野
山
に
移
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
金
泰
虎
氏
の
論
考
が
あ
る
が
、
地
頭
湯
浅
氏
と
の
相
論
の
な
か
で
湯
浅
氏
か

ら
提
出
さ
れ
た
文
書
や
年
欠
の
書
状
類
も
多
く
、
さ
ら
に
高
野
山
文
書
で
は
こ
れ
ら
が
原
秩
序
を
と
ど
め
ず
に
成
巻
さ
れ
て
い
る
た
め
、

ど
の
段
階
で
作
成
さ
れ
た
案
文
な
の
か
、
な
ぜ
そ
の
文
書
が
残
存
し
て
い
る
の
か
な
ど
、
個
々
の
文
書
自
体
の
検
証
は
容
易
で
は
な
く
、

い
ま
だ
そ
の
史
料
の
全
体
像
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
稿
に
お
い
て
も
そ
の
全
面
的
な
検
証
は
今
後
の
課
題
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
は
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
の
編
年
目
録
の
補
訂
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
個
別
の
史
料
に

つ
い
て
検
証
を
加
え
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
内
容
及
び
史
料
目
録
は
、
首
都
大
学
東
京
大
学
院
中
世
史
ゼ
ミ
の
阿
弖
河
荘
史
料
輪
読
報
告
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

本
文
・
注
で
史
料
番
号
を
示
す
場
合
に
は
、
①
を
「
宝
（
番
号
）」「
続
宝
（
番
号
）」「
又
続
（
番
号
）」、
②
を
「
阿
（
番
号
）」、
③
を
「
清

（
番
号
）」
と
略
記
す
る
。

一
、
阿
弖
河
荘
の
領
有
関
係
と
関
係
文
書

ま
ず
阿
弖
河
荘
の
領
有
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
戦
前
の
研
究
で
は
、
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
が
高
野
山
文
書
に
含
ま
れ
て

（
1
）

（
2
）
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い
る
こ
と
か
ら
、
阿
弖
河
荘
は
高
野
山
領
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
す
で
に
現
在
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
、
阿
弖
河
荘
の
荘
園
領
主

は
寂
楽
寺
お
よ
び
円
満
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
寂
楽
寺
領
阿
弖
河
荘
は
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
平
惟
仲
が
十

年
前
に
買
得
継
承
し
不
輸
不
入
の
権
利
を
獲
得
し
て
領
有
し
て
き
た
石
垣
荘
を
、
自
身
の
氏
寺
白
川
寺
喜
多
院
（
の
ち
の
寂
楽
寺
）
に
施

入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
寂
楽
寺
は
、
二
代
別
当
忠
覚
の
と
き
法
勝
寺
の
末
寺
と
な
り
、
園
城
寺
長
吏
・
法
勝
寺
別
当
の
行
尊

僧
正
を
検
校
に
迎
え
た
と
い
い
、
阿
弖
河
荘
は
法
勝
寺
へ
の
年
貢
の
一
部
を
納
入
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

高
野
山
の
近
く
に
京
都
寂
楽
寺
の
荘
園
が
成
立
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
高
野
山
は
そ
の
獲
得
を
目
指
し
て
た
び
た
び
干
渉
を
お
こ
な
っ

て
い
っ
た
が
、
寂
楽
寺
は
円
満
院
門
跡
の
権
威
を
恃
み
高
野
山
の
干
渉
を
退
け
て
い
っ
た
。
高
野
山
が
最
初
に
干
渉
し
た
こ
と
を
示
す
の

は
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
太
政
官
符
案
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
金
剛
峯
寺
帖
案
で
、
こ
こ
に
は
の
ち
に
高
野
山
が
主
張
す
る
大
師

御
手
印
縁
起
の
主
張
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
の
成
立
段
階
か
ら
高
野
山
は
阿
弖
河
荘
に
干
渉
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
き
が
明
確
に
見
ら
れ
る
の
は
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
で
、
お
そ
ら
く
高
野
山
側
か
ら
寂
楽
寺
へ
訴

え
が
出
さ
れ
、
寂
楽
寺
所
司
の
陳
状
が
東
寺
長
者
・
高
野
山
座
主
の
大
僧
正
寛
遍
に
通
達
さ
れ
、
金
剛
峯
寺
に
下
し
妨
げ
を
停
止
す
る
よ

う
に
と
の
下
知
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
寂
楽
寺
は
円
満
院
門
跡
の
権
威
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
て

お
り
、
一
二
世
紀
末
、
治
承
・
寿
永
内
乱
期
に
高
野
山
が
源
義
経
の
外
題
、
源
頼
朝
の
下
文
を
獲
得
し
て
一
旦
そ
の
領
有
を
実
現
し
た
と

き
、
寂
楽
寺
は
円
満
院
門
跡
鳥
羽
宮
定
恵
法
親
王
（
後
白
河
院
第
五
皇
子
）
の
政
治
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
覆
し
た
。
そ
の
後
一
二
二
〇
年

代
頃
、
円
満
院
門
跡
嵯
峨
御
所
法
円
僧
正
の
と
き
に
は
寂
楽
寺
・
寂
楽
寺
領
を
実
質
的
に
管
領
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

地
頭
湯
浅
氏
の
阿
弖
河
荘
進
出
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
委
し
く
述
べ
な
い
が
、
一
三
世
紀
初
頭
に
湯
浅
宗
光
が
地
頭
と
な
り
、
円
満
院

門
跡
嵯
峨
御
所
の
と
き
宗
光
妻
住
心
が
預
所
職
を
得
、
次
の
円
満
院
門
跡
桜
井
宮
覚
仁
法
親
王
の
時
、
寂
楽
寺
堂
舎
修
造
・
落
慶
法
要
等

の
供
養
用
途
料
進
上
の
功
績
に
よ
っ
て
地
頭
湯
浅
氏
の
預
所
職
永
代
相
伝
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
頃
よ
り
円

満
院
門
跡
桜
井
宮
が
新
た
に
預
所
を
任
命
し
た
こ
と
で
、
以
後
、
預
所
職
兼
帯
を
主
張
す
る
地
頭
湯
浅
氏
と
の
間
で
相
論
と
な
っ
た
。
そ

の
後
、
円
満
院
と
の
関
係
は
複
雑
に
展
開
し
た
が
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
桜
井
宮
覚
仁
法
親
王
没
後
に
は
、
桜
井
宮
か
ら
寂
楽
寺
別

（
3
）

（
4
）
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5
）
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6
）
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）
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当
に
任
じ
ら
れ
寺
領
管
領
を
認
め
ら
れ
た
と
主
張
す
る
法
印
任
快
と
の
間
で
相
論
と
な
り
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
以
後
、
円
満
院
の

新
門
跡
円
助
法
親
王
、
任
快
子
息
按
察
阿
闍
梨
の
も
と
で
地
頭
湯
浅
氏
と
円
満
院
と
は
協
調
と
対
立
を
繰
り
返
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
で

文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
地
頭
非
法
に
対
す
る
百
姓
等
の
逃
散
が
起
こ
り
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
阿
弖
河
荘
上
村
百
姓
に
よ
る

円
満
院
へ
の
提
訴
、
そ
し
て
円
満
院
に
よ
る
六
波
羅
へ
の
地
頭
提
訴
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。

建
治
年
間
の
六
波
羅
法
廷
で
の
相
論
は
地
頭
湯
浅
氏
が
最
終
的
に
勝
訴
と
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
弘
安
元
年

（
一
二
七
八
）
よ
り
高
野
山
が
再
び
阿
弖
河
荘
領
有
を
目
指
し
て
行
動
を
開
始
し
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
は
円
満
院
門
跡
を
相
手
に

訴
訟
を
開
始
し
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）、
つ
い
に
高
野
山
は
円
満
院
門
跡
恒
助
法
親
王
か
ら
避
状
を
獲
得
し
、
阿
弖
河
荘
を
手
に
し
た

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
な
か
で
、
寂
楽
寺
・
円
満
院
の
も
と
に
あ
っ
た
文
書
が
、
高
野
山
に
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
行

研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
ず
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
か
ら
一
部
の
文
書
が
高
野
山
に
譲

渡
さ
れ
た
。
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
六
月
二
六
日
付
の
平
惟
仲
手
印
施
入
状
案
の
裏
書
き
に
は
、

右
此
手
印
本
文
書
者
、
円
満
院
宮
可
有
御
覧
之
由
、
被
仰
下
之
間
、
令
進
上
之
處
、
即
依
御
抑
留
、
不
下
預
、
爰
為
謝
御
不
審
、
書

案
文
、
副
判
形
、
可
被
備
後
代
亀
鏡
、
仍
奥
書
了
、

　
　

建
治
三
年
十
二
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
（
花
押
）

ま
た
年
月
日
未
詳
石
垣
荘
立
券
文
案
断
簡
の
第
一
紙
紙
背
に
は
、

此
阿
弖
川
庄
立
券
文
書
正
文
者
、
所
々
庄
園
連
券
之
内

副
進
事
書
案
文
、
相
副
テ
数
通
証
文
、
為
令
停
止
向
後
濫
妨
、
裏
書
了
、

早
高
野
山
金
剛
峯
寺
知
行
、
更
々
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

（
9
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建
治
三
年
十
二
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
（
花
押
）

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
法
印
の
花
押
が
文
永
段
階
に
寂
楽
寺
別
当
で
あ
っ
た
法
印
任
快
の
花
押
で
あ
る
こ
と
が
河
野
氏
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
寂
楽
寺
別
当
任
快
は
、
根
本
公
験
で
あ
る
寂
楽
寺
へ
の
平
惟
仲
の
手
印
を
捺
し
た
施
入
状
の
原
本
を
円
満
院
宮
に

進
覧
し
た
ま
ま
返
却
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
不
審
な
き
よ
う
案
文
に
裏
書
き
を
し
、
さ
ら
に
立
券
文
等
の
「
数
通
の
証
文
」
を
そ
え
て
、

高
野
山
金
剛
峯
寺
に
文
書
を
譲
渡
し
、
阿
弖
河
荘
を
高
野
山
の
知
行
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
河
野
氏
は
、
文
永
五
年
頃
か
ら

円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王
が
阿
弖
河
荘
支
配
に
乗
り
出
す
な
か
で
任
快
は
阿
弖
河
荘
経
営
か
ら
排
除
さ
れ
、
円
助
法
親
王
に
上
覧
し
た
平

惟
仲
手
印
施
入
状
の
正
文
も
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
な
か
で
、
建
治
三
年
、
高
野
山
へ
阿
弖
河
荘
領
有
権
の
譲
渡
を
決
意
し
た
と
指
摘
し
、

任
快
を
排
除
し
つ
づ
け
た
円
助
へ
の
報
復
、
何
ら
か
の
代
償
の
獲
得
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
六
波
羅
法
廷
で

の
円
満
院
側
の
敗
訴
が
決
定
的
に
な
る
な
か
で
、
任
快
は
寂
楽
寺
に
伝
来
し
た
平
惟
宗
以
来
の
根
本
公
験
を
高
野
山
に
譲
渡
し
た
。
そ
し

て
翌
年
八
月
か
ら
高
野
山
は
本
格
的
に
阿
弖
河
荘
領
有
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
と
き
任
快
か
ら
高
野
山
に
譲
渡
さ
れ
た
「
数
通
証
文
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
二
通
の
文
書
と
、「
阿
弖
河
庄
立
券
」
の
端
裏
書
を
も

つ
長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
一
二
月
二
〇
日
寂
楽
寺
宝
物
紛
失
状
案
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
平
惟
仲
か
ら
伝

え
ら
れ
た
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
石
垣
上
荘
立
券
文
案
、
同
四
年
紀
伊
国
符
案
、
同
五
年
紀
伊
国
在
田
郡
司
解
案
の
根
本
公
験
が
こ
れ
に

あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
ほ
か
に
ど
の
文
書
が
高
野
山
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
ま
た
寂
楽
寺
、
円
満
院
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
所

持
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
ま
だ
特
定
で
き
て
い
な
い
。
筆
跡
、
端
裏
書
等
に
つ
い
て
も
精
査
し
た
う
え
で
原
秩
序
を
明

ら
か
に
し
検
証
し
て
い
く
作
業
が
今
後
必
要
で
あ
る
。

さ
て
、
寂
楽
寺
・
円
満
院
の
も
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
書
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
荘
園
支
配
に
関
わ
る
文
書
に

つ
い
て
、
案
文
が
き
わ
め
て
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
最
も
早
い
段
階
の
文
書
に
、
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
一
二
月
一
五
日

の
下
司
酒
部
・
御
使
大
法
師
の
署
名
・
花
押
を
も
つ
阿
弖
河
下
荘
検
田
目
録
帳
が
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
早
い
段
階
の
阿
弖
河
荘
に
お
け

（
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る
年
貢
収
納
の
実
態
が
分
か
る
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
写
真
版
で
確
認
す
る
限
り
、
年
月
日
・
署
名
は
異
筆
で
あ
る
と

み
ら
れ
、
こ
の
文
書
に
関
し
て
は
慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
文
書
を
除
い
て
も
、
一
三
世
紀
の
前
半
頃
ま
で
の
荘
園
支
配
に
関
す
る
文
書
は
、
す
べ
て
案
文
と
し
て
残
存
し
て
い
る
が
、
建
長

七
年
（
一
二
五
五
）
頃
よ
り
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
ま
で
の
約
十
年
間
に
は
、
荘
園
支
配
に
関
わ
る
文
書
の
正
文
が
多
く
残
存
し
て
い

る
。
こ
れ
は
桜
井
宮
覚
仁
法
親
王
の
段
階
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
段
階
の
円
満
院
に
よ
る
荘
園
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で

重
要
な
文
書
群
と
な
ろ
う
。
こ
の
段
階
の
円
満
院
の
荘
園
支
配
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
頭
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
三
で
述
べ
る
よ
う

に
、
公
文
の
存
在
と
そ
の
役
割
が
重
要
な
鍵
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

二
、
円
満
院
の
支
配
と
公
文
所

次
に
、
阿
弖
河
荘
史
料
の
検
証
の
な
か
で
、
判
明
し
た
点
に
つ
い
て
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
先
行
の
研
究
に
よ
っ
て

文
書
名
の
間
違
い
・
修
正
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
円
満
院
か
ら
荘
園
支
配
に
関
し
て

発
給
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
河
野
氏
は
、（
建
治
元
年
ヵ
）
三
月
八
日
左
衛
門
尉
孝
重
奉
書
案
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
は
、
地
頭
に
条
々
非

法
の
停
止
を
命
令
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
左
衛
門
尉
孝
重
を
円
満
院
家
司
で
あ
る
と
推
定
し
、
文
書
の
発
給
者
は
円
満
院
門
跡
円

助
法
親
王
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
同
様
に
考
え
れ
ば
、
文
永
一
〇
年
八
月
一
〇
日
左
衛
門
尉
孝
重
奉
書
案
と
さ
れ
て
い
る
仮
名
交
じ
り
の

書
状
案
も
奉
書
文
言
は
な
い
が
袖
判
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王
御
教
書
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
す
で
に
先
行
研
究
で
は
正
し
く
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
御
影
堂
文
書
中
の
、
三
通
の
文
永
一
一
年
一
一
月
二
四
日
付
散
位

某
奉
書
案
に
つ
い
て
、『
清
水
町
誌
』
で
は
署
名
の
「
散
位
ヽ
ヽ
」
を
北
条
時
輔
に
比
定
し
六
波
羅
御
教
書
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

は
、
⑴
阿
弖
河
上
荘
地
頭
に
対
し
て
違
乱
を
停
止
し
百
姓
を
安
堵
す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
、
⑵
は
上
荘
番
頭
百
姓
等
中
に
対
し
て
、
早
く

荘
家
に
還
住
す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
、
⑶
は
下
荘
地
頭
に
対
し
て
去
年
未
進
、
当
年
未
済
に
つ
き
預
所
の
度
々
の
下
知
に
も
か
か
わ
ら
す
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沙
汰
が
な
い
こ
と
を
問
い
た
だ
し
、
納
入
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
円
満
院
門
跡
の
御
教
書
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

ま
た
、
円
満
院
の
御
教
書
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、（
建
治
元
年
）
三
月
二
〇
日
法
眼
浄
□
の
署
名
の
あ
る
御
教
書
が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
『
大
日
本
古
文
書　

高
野
山
文
書
』、『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
』
と
も
に
「
東
寺
長
者
御
教
書
」
と
し
、
河
野
氏
も
こ
の
見

解
を
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
さ
ら
に
（
建
治
元
年
）
三
月
一
四
日
の
「
阿
弖
河
荘
公
文
所
注
進
状
并
御
教
書
案
」
に
つ
い
て
、
後
段
の
御

教
書
案
の
署
名
が
前
述
三
月
二
〇
日
御
教
書
と
同
じ
く
法
眼
浄
□
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
東
寺
長
者
御
教
書
案
」
と
し
、

前
段
部
分
を
「
東
寺
公
文
所
注
進
状
案
」
と
い
う
文
書
名
に
訂
正
し
た
。
し
か
し
、『
大
日
本
古
文
書
』
が
こ
れ
を
「
東
寺
長
者
御
教
書
」

と
し
た
の
は
、
阿
弖
河
荘
を
高
野
山
領
と
み
て
い
た
た
段
階
の
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
河
野
氏
は
東
寺
長
者
の
介
在
に
つ
い
て
解

釈
を
試
み
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
で
東
寺
長
者
の
介
在
は
不
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
も
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王
御
教
書
案
と
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
こ
に
み
え
る
公
文
所
に
つ
い
て
も
東
寺
公
文
所
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
。『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
集
』
で
は
こ
の
ほ
か
に
も

公
文
所
と
見
え
る
も
の
を
「
阿
弖
河
荘
公
文
所
」
あ
る
い
は
「
公
文
」
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
八
月
日
湯
浅
宗
氏
綿
増
分
注
進
状
に
よ
れ
ば
、
地
頭
湯
浅
宗
氏
は
「
公
文
所
勘
定
」
を
請
け
て
以
下
の
よ
う

に
返
答
し
た
。

　

阿
弖
河
庄　
　

自
建
長
三
年
至
于
康
元
元
年
六
个
年
之
間
綿
増
分
事

（
中
略
）

右
、
件
綿
代
物
事
、
公
文
所
勘
定
謹
拝
見
候
畢
、
自
今
以
後
、
以
見
物
被
召
之
時
者
、
非
沙
汰
之
限
、
為
代
物
者
、
隨
時
之
和
市
、

可
令
進
納
之
、
以
此
等
之
趣
、
可
令
下
知
庄
官
百
姓
等
之
由
、
畏
承
候
畢
、
以
此
旨
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

正
嘉
元
年
八
月　

日　
　
　
　

左
衛
門
尉
藤
原
（
花
押
）
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こ
こ
に
み
え
る
「
公
文
所
勘
定
」
に
相
当
す
る
の
が
、（
年
月
日
未
詳
）「
阿
弖
河
荘
綿
増
分
土
代
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
文
書
の
裏

に
は
、
正
嘉
元
年
八
月
日
左
衛
門
尉
時
平
奉
書
案
が
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
文
所
勘
如
此
、
自
今
以
後
者

右
、
件
絹
綿
御
年
貢
等
、
自�

今
已
後
者
、
以
見
物
被
下
之
時
者
、
非
沙
汰
之
限
、
為
代
物
者
、
隨
時
之
和
市
、
可
令
進
納
、
以
此
等
之

趣
、
可
令
下
知
庄
官
百
姓
等
給
之
由
状
、
所
被
仰
下
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

正
嘉
元
年
八
月　

日　
　
　
　
　

左
衛
門
尉
時
平

　
　
　

預
所
三
郎
左
衛
門
尉
殿

先
の
地
頭
湯
浅
宗
氏
に
よ
る
請
文
の
文
言
か
ら
、
こ
れ
が
公
文
所
勘
定
の
内
容
と
左
衛
門
尉
時
平
奉
書
の
返
答
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
、
絹
綿
年
貢
に
つ
い
て
の
指
示
を
出
し
て
い
る
の
は
円
満
院
門
跡
で
あ
り
、
左
衛
門
尉
時
平
奉
書
は
円
満
院
門
跡
御
教
書
と
捉
え

ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
勘
定
を
作
成
し
た
の
も
円
満
院
の
公
文
所
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
年
八
月
二
五
日
に
は
阿
弖
河

御
荘
公
文
紀
（
紀
光
澄
）
に
よ
る
年
貢
未
進
結
解
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
荘
官
で
あ
る
公
文
が
円
満
院
へ
の
報
告
の
た
め
に
作
成

し
た
未
進
結
解
で
あ
り
、
そ
れ
と
公
文
所
か
ら
出
さ
れ
た
支
払
い
命
令
の
た
め
の
勘
定
状
と
は
区
別
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
八
月
二
六
日
「
阿
弖
河
荘
公
文
下
知
状
案
」
と
題
さ
れ
た
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
端
裏
書
に
「
被
下

阿
弖
河
庄
官
等
中
、
公
文
所
下
知
案
条
々
事
」
と
あ
り
、
阿
弖
河
荘
の
荘
官
等
に
宛
て
た
公
文
所
の
下
知
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
御
年
貢

絹
代
銭
・
夏
白
布
代
銭
・
上
下
御
綿
定
年
貢
・
逃
死
亡
跡
分
・
去
年
未
進
等
の
究
済
、
年
貢
結
解
状
に
関
す
る
指
示
、
材
木
の
進
済
に
関

す
る
指
示
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
差
出
は
「
公
文
■
■
」
と
な
っ
て
お
り
抹
消
部
分
が
写
真
で
は
判
読
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
内
容
か

ら
し
て
円
満
院
公
文
所
か
ら
の
年
貢
納
入
に
関
す
る
指
示
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

も
う
一
点
、
公
文
所
の
発
給
し
た
文
書
に
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
六
月
六
日
「
阿
弖
河
荘
公
文
所
注
進
状
土
代
」
が
あ
る
（〈　

〉
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は
割
書
き
）。

（
端
裏
書
）「
年
々
未
進
事　

公
文
所
注
進
土
代
」

　

阿
弖
河
庄
上
下
年
々
綿
未
進
事

　

一　

正
嘉
二
年　

正
元
々
年　

文
応
元
年

　
　

已
上
三
ケ
年
未
進
三
百
三
両
庄
官
注
進
定

　
　
　
　

　
　
　
　

代
銭
二
十
一
貫
百
九
十
五
文
〈
但
近
年
納
法
定
、
十
両
別
六
百
五
十
文
、〉

　
　
　

以
此
未
進
、
道
米
代
仁
、
百
姓
等
仁
可
募
給
之
由
、
去
年
御
下
知
了
、

　

一　

弘
長
元
年
未
進
百
三
十
四
両
三
分　

同
二
年
未
進
二
百
四
十
両

　

已
上
三
百
七
十
四
両
三
分

　
　
　

代
銭
二
十
四
貫
三
百
七
十
文
〈
但
近
年
納
法
定
、
十
両
別
六
百
五
十
文
、〉

　

於
此
代
銭
者
、
忩
可
沙
汰
進
之
由
、
去
年
二
月
雖
被
仰
下
、
未
及
其
沙
汰
歟
、

右
、
大
概
注
進
如
件
、

　
　

文
永
元
年
六
月
六
日　
　
　
　

公
文
所
上

正
嘉
二
年
か
ら
文
応
元
年
ま
で
の
三
カ
年
の
未
進
数
は
荘
官
の
注
進
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
数
値
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は
、

こ
の
未
進
を
道
米
代
に
立
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
去
年
御
下
知
を
下
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
弘
長
元
年
の
未
進
に
つ
い
て
は
、
こ
の

代
銭
を
沙
汰
す
る
よ
う
に
去
年
二
月
に
命
令
し
た
が
い
ま
だ
そ
の
沙
汰
が
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
公
文
所
注
進
も
円
満
院
公
文
所
か

ら
の
通
達
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
こ
れ
ら
の
公
文
所
に
つ
い
て
は
「
阿
弖
河
荘
公
文
所
」
と
す
る
の
は

正
確
で
は
な
く
、
円
満
院
公
文
所
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

紀
伊
国
阿
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と
そ
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史
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鎌
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な
お
、
円
満
院
公
文
所
が
年
貢
に
関
す
る
注
進
・
勘
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
の
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
桜
井
宮
覚
仁
法
親
王

の
時
で
あ
る
。
阿
弖
河
荘
支
配
に
お
い
て
、
桜
井
宮
の
段
階
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

三
、
阿
弖
河
下
荘
の
公
文
紀
氏

次
に
公
文
に
注
目
し
た
い
。
従
来
の
阿
弖
河
荘
研
究
で
は
、
公
文
は
、
百
姓
ら
の
片
仮
名
言
上
状
作
成
の
分
析
に
お
い
て
、
身
分
と
文

字
の
観
点
か
ら
、
漢
字
の
読
み
書
き
能
力
が
も
っ
と
も
高
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
年
貢
の
収
取
関
係
の
分
析

か
ら
は
、
荘
園
経
営
の
現
地
に
お
け
る
実
務
担
当
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
片
仮
名
言
上
状
が
出
さ
れ
る
前
後
に
お
け
る

公
文
の
動
向
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
弖
河
荘
に
お
け
る
公
文
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
実
務
担
当
者
と
い
う
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
阿
弖
河
荘
を
め
ぐ
る
領
有
関
係
の
把
握
に
混

乱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
や
地
頭
の
暴
力
性
、
寂
楽
寺
側
の
人
員
構
成
な
ど
に
研
究
が
集
中
し
た
こ
と
な
ど
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
三
世
紀
後
半
の
構
造
変
化
の
中
で
公
文
の
現
地
で
の
役
割
を
本
格
的
に
分
析
し
た
河
野
通
明
氏

の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
河
野
氏
は
、
一
三
世
紀
後
半
の
年
貢
賦
課
の
変
化
・
代
銭
納
な
ど
経
済
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
公
文
の
役
割
の

重
要
性
が
増
し
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
た
。
ま
た
そ
の
後
、
金
泰
虎
氏
は
、
円
満
院
に
よ
る
荘
園
支
配
再
編
の
な
か
で
公
文
の
役
割
が
重

要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
、
地
頭
と
預
所
を
兼
帯
し
た
湯
浅
氏
及
び
そ
の
裏
に
い
る
高
野
山
を
恐
れ
た
円
満
院
が
、
公
文
所
を
通

し
て
現
地
に
詳
し
い
荘
官
（
公
文
）
ら
を
把
握
す
る
こ
と
で
阿
弖
河
荘
の
直
務
支
配
を
実
現
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
河
野
氏
・
金

氏
の
研
究
は
視
角
は
異
な
る
が
、
公
文
の
役
割
の
重
要
性
が
高
ま
る
と
し
て
い
る
時
期
は
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
円
満
院
門
跡

桜
井
宮
の
時
に
あ
た
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
一
三
世
紀
後
半
は
代
銭
納
な
ど
経
済
構
造
の
変
化
や
円
満
院
の
直
務
支
配
へ
の
転
換
の
な
か

で
、
在
地
で
の
公
文
の
役
割
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
公
文
の
活
動
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
の

は
、
円
満
院
の
直
務
支
配
に
よ
っ
て
公
文
の
注
進
状
や
申
状
が
多
く
残
存
し
た
た
め
で
あ
り
、
公
文
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
文
書
残
存
状
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況
も
考
慮
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
段
階
か
ら
通
時
的
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
阿
弖
河
荘
史
料
を
扱
う
際
は
、

伝
領
や
領
有
関
係
を
示
す
文
書
と
公
文
や
百
姓
な
ど
が
書
い
た
在
地
の
状
況
を
示
す
文
書
と
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
、
公
文
の
史
料
を
扱
う
上
で
注
意
し
た
い
点
で
あ
る
。

さ
て
、
史
料
上
に
お
い
て
は
じ
め
て
公
文
の
名
が
み
え
る
の
は
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
で
、
こ
こ
に
は
「
公
文
僧
」「
公
文
文
章

生
」
の
二
人
の
署
名
が
見
え
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
史
料
で
は
、「
公
文
僧
」
が
阿
弖
河
荘
の
綿
や
預
所
の
得
分
を
注
進
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
も
「
公
文
二
人
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
続
い
て
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
は
、「
下
公
文
紀
（
光
澄
）」「
上
公
文
僧
」

が
み
え
、
明
確
に
上
荘
・
下
荘
そ
れ
ぞ
れ
に
公
文
の
存
在
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
じ
め
て
地
頭
と
の
衝
突
の
様
子
が
窺

え
、
地
頭
が
給
田
を
地
頭
名
と
し
た
り
、
先
例
以
上
に
人
夫
を
召
し
仕
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
円
満
院
に
注
進
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同

年
に
は
、
公
文
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
年
貢
の
未
進
注
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
の
「
上
公
文
僧
」
が
み
え
ず
、
上
村
・

下
村
あ
わ
せ
て
「
公
文
紀
（
光
澄
）」
が
と
り
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
上
公
文
僧
」
に
つ
い
て
は
、
同
年
、
荘
内
の
上
村

に
お
け
る
在
家
を
注
進
し
て
お
り
、
上
荘
公
文
と
下
荘
公
文
で
別
々
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
そ
の
後
、
弘
長
元
年

（
一
二
六
一
）
に
な
る
と
、
上
公
文
と
し
て
酒
部
氏
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、「
上
公
文
酒
部
（
安
則
）」
と
「
下
公
文
紀
（
光

澄
）」
が
連
署
し
て
年
貢
の
注
進
状
な
ど
を
作
成
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
は
円
満
院
門
跡
桜
井
宮
の
直
務
支
配
の
も
と
で
登
場
す
る
下
荘
公
文
紀
光
澄
に
注
目
し
た
い
。
紀
光
澄
は
、
正
嘉
元
年

（
一
二
五
七
）
か
ら
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
頃
ま
で
下
荘
公
文
（
下
公
文
）
と
し
て
の
活
動
が
見
ら
れ
る
（
文
永
一
一
年
以
降
は
出
家
し

て
乗
蓮
と
名
乗
っ
た
）。
光
澄
（
乗
蓮
）
が
署
判
し
た
文
書
は
一
八
通
あ
り
、
綿
・
道
米
・
材
木
な
ど
の
課
役
に
関
す
る
文
書
、
地
頭
と
の

衝
突
を
訴
え
た
申
状
な
ど
、
光
澄
自
身
が
自
筆
で
認
め
た
平
仮
名
交
じ
り
の
文
書
が
多
く
残
存
す
る
。
下
荘
公
文
紀
光
澄
に
つ
い
て
は
、

河
野
氏
が
上
荘
公
文
酒
部
安
則
と
と
も
に
検
討
を
加
え
て
お
り
、
地
頭
と
百
姓
と
の
間
に
立
っ
て
仲
裁
の
役
割
を
果
た
し
た
上
荘
公
文
に

対
し
て
、
下
荘
公
文
紀
光
澄
は
地
頭
に
奪
わ
れ
た
土
地
返
還
に
も
地
頭
に
気
を
遣
い
、
子
息
の
代
に
は
地
頭
湯
浅
氏
の
郎
等
と
な
り
そ
の

傘
下
で
生
き
て
い
く
道
を
選
択
し
た
と
論
じ
た
。
ま
た
金
氏
は
、
百
姓
と
の
関
係
も
含
め
て
公
文
の
動
向
を
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
公
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文
に
つ
い
て
全
面
的
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
下
荘
公
文
紀
氏
と
円
満
院
と
の
関
係
の
一
端
を
考
え
る
素
材
と
し
て
次
の
史
料
を

掲
げ
た
い
。

川
俣
宛
文
二
通
候
内

一
ハ　

貞
則
宛
給　

お
う
（
祖
父
）ち
に
て
候
き
、

一
ハ　

秀
澄　
　
　

光
澄
父
に
て
候
き
、

す
る

（
駿
河
）か
の
公
の
大
け
ん（
検
注
）ち
う
に
、
取
帳
と
申
、
名
よ（
寄
）せ
と
申
候
、
ミ
な
光
澄
丸
之
名
に
う
け
お
う
た
る
事
、
け
ん（
顕
然
）せ
ん
に
候
、
む
か

し
よ
り
こ
の
田
地
お
、
ち（

地
頭
）
と
う
名
ニ
つ
け
お
き
た
る
事
候
ハ
す
候
、
す
へ
給
て
地
け
ん
、
さ
い
ち
の
百
さ
う
等
か
、
さ
か
い
さ（
定
）た
め

て
た（

給
）ひ
て
候
、
ふ
る
き
せ
う（
証
文
）も
ん
も
ち
て
候
、
秀
澄
丸
か
と
き
、
け
し（
解
状
）や
う
の
む
ね
と
申
て
候
ハ
、
貞
則
丸
か
す（
末
）へ
の
ろ（
論
）ん
の
時
の

け
し
や
う
に
て
、
宛
文
お
給
て
候
、
さ
（
嵯
峨
君
）

か
の
き
ミ
の
御
時
、
さ
せ
る
ゆ
へ
候
ハ
で
、
ゆ（
湯
浅
）
あ
さ
の
あ
（
尼
御
前
）

ま
こ
せ
ん
申
給
候
て
の
ち
、
三
十

余
年
ニ
ま
か
り
な
る
と
こ
ろ
に
て
候
、
こ
の
八
月
の
こ
ろ
、
ち（
地
頭
）
と
う
、
こ
の
川
俣
ハ
領
家
御
し
（
進
退
）

ん
た
い
と
い
ふ
事
ハ
、
な
に
お
も
ち
て

お（
仰
）せ
ら
れ
た
る
そ
、
庄
官
・
百
さ
う
も
し
り
た
る
か
、
又
さ
も
な
き
物〔
な
脱
ヵ
〕らハ
、
り
（
領
家
）

や
う
け
御
し
ん
た
い
な
ら
す
と
い
ふ
、
き
（
起
請
文
）

さ
う
も
ん

か
け
と
申
さ
れ
候
き
、
そ
れ
ニ
つ
き
候
て
、
か
ゝ
る
代
々
の
預
所
の
宛
文
お
持
ち
て
候
へ
ハ
、
そ
の
き
（
起
請
文
）

さ
う
も
ん
え
か
き
候
ハ
し
と
申

候
し
か
ハ
、
か
の
宛
文
お
ミ
候
へ
き
よ
し
申
候
し
か
ハ
、
ミ
せ
申
て
候
お
、
こ
の
文
ヲ
ハ

　

御
さ
た
の
時
ハ
、
と
り
い
た
す
へ
し
、
人
の
せ

う
も
ん
お
わ
か
ニ
す
る
事
ハ
な
き
事
ナ
レ
ハ

　
　

、
御
さ
た
の
時
ハ
、
あ
わ
せ
ま
い
ら
せ
ん
す
る
也
と
て
、
ち
と
う
殿
の
も
と
に
お
か
れ
て
候
、

　
　
　
　
　
　

正
元
元
年
九
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
光
澄
（
花
押
）

こ
れ
は
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
九
月
下
荘
公
文
紀
光
澄
が
、
地
頭
に
押
さ
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
荘
内
の
川
俣
と
い
う
地
の
返
還

を
訴
え
た
申
状
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
二
ヶ
月
前
の
七
月
八
日
付
の
光
澄
申
状
も
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
川
俣
と
い
う

七
段
小
の
地
は
、
円
満
院
門
跡
嵯
峨
御
所
法
円
僧
正
が
阿
弖
河
荘
を
管
領
し
て
い
た
時
、
罪
も
な
く
没
収
さ
れ
て
預
所
尼
住
心
（
地
頭
湯

（
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浅
宗
光
の
妻
、
宗
氏
の
母
）
に
宛
て
ら
れ
て
し
ま
い
、
す
で
に
三
十
年
以
上
経
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
右
の
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、

川
俣
の
地
と
は
、
光
澄
の
「
お（

祖
父
）
う
ぢ
」
で
あ
る
貞
則
、
そ
し
て
父
秀
澄
が
預
所
よ
り
宛
行
わ
れ
て
き
た
地
で
あ
り
、
光
澄
の
代
に
は
、
大

検
注
の
取
帳
・
名
寄
に
お
い
て
光
澄
丸
名
に
請
け
負
っ
た
地
で
あ
っ
た
。
も
と
は
紀
氏
が
百
姓
か
ら
買
得
し
た
地
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
で
そ
の
取
り
戻
し
が
訴
え
ら
れ
た
の
は
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
円
満
院
門
跡
桜
井
宮
が
地
頭
湯
浅
宗
氏
の
兼
帯
し
た
預

所
職
を
解
任
し
て
新
預
所
を
補
任
し
直
務
支
配
に
乗
り
出
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
桜
井
宮
は
、
こ
の
地
が
検
注
目
録

に
住
心
の
給
田
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
問
題
視
し
て
光
澄
に
問
い
た
だ
し
た
の
で
あ
る
。
光
澄
は
、
七
月
の
申
状
で
は
、
本
来
は
見
参
し

て
委
し
く
申
し
上
げ
た
い
が
人
の
目
を
憚
っ
て
上
洛
は
せ
ず
書
面
で
返
答
し
た
と
述
べ
、「
せ（

詮
）ん
し
候
と
こ
ろ
、
御
さ
た
候
て
か
へ
し
給
ま

て
は
そ（

存
）ん
せ
す
候
、
御
さ
た
候
て
上
の
こ（
御
分
）
ふ
ん
と
も
な
り
候
ハ
ヽ
、
よ
ろ
こ
ひ
入
り
候
な
ん
」
と
し
て
、
川
俣
の
地
を
返
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
ま
で
は
存
じ
て
お
ら
ず
、
御
沙
汰
の
う
え
領
家
の
御
分
と
も
な
れ
ば
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
返
答

を
知
っ
た
地
頭
湯
浅
宗
氏
は
、
八
月
頃
、
光
澄
に
対
し
て
、「
川
俣
の
地
が
領
家
進
退
と
は
何
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
か
、
荘
官
・
百
姓
も

知
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
な
ら
領
家
御
進
退
で
な
い
と
い
う
起
請
文
を
書
け
」
と
迫
っ
た
。
光
澄
は
、
祖
父
・
父
の
代
々
の
預
所

か
ら
の
宛
文
が
あ
る
の
で
起
請
文
を
書
く
こ
と
を
拒
否
し
た
が
、
こ
の
宛
文
を
地
頭
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
一
件
に

つ
い
て
は
、
河
野
氏
は
公
文
光
澄
は
地
頭
の
目
を
憚
り
、
地
頭
に
手
も
足
も
出
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
と
し
た
が
、
金
氏
は
、
こ
の
段

階
で
は
光
澄
が
地
頭
に
抵
抗
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
の
光
澄
は
、
地
頭
に
気
を
遣
い
な
が
ら
も
桜
井

宮
と
の
関
係
を
も
っ
て
地
頭
に
対
抗
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
の
史
料
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
紀
光
澄
の
祖
父
貞

則
・
父
秀
澄
の
二
代
に
わ
た
り
代
々
円
満
院
の
任
命
し
た
預
所
か
ら
河
俣
の
地
を
宛
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
貞
則
・
秀
澄
が
公
文

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
尼
住
心
が
預
所
と
な
る
以
前
か
ら
、
紀
氏
は
預
所
か
ら
宛
文
を
た
ま
わ
っ
て
荘
内
の
地
の
領
有

を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
在
地
の
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
た
関
係
を
前
提
に
紀
光
澄
は
下
荘
公
文
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

光
澄
の
七
月
の
申
状
に
は
、
桜
井
宮
が
検
注
目
録
の
記
載
に
つ
い
て
光
澄
に
問
い
た
だ
し
た
の
ち
、
地
頭
湯
浅
氏
側
に
嵯
峨
御
所
か
ら

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
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の
下
文
提
出
を
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
桜
井
宮
が
公
文
を
通
じ
て
、
阿
弖
河
荘
の
下
地
・
年
貢
等
の
状
況
を
詳
細
に
把
握
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
円
満
院
が
公
文
光
澄
に
下
村
の
預
所
得
分
を
注
進
さ
せ
た
史
料
も
あ
り
、
積
極
的
に
荘
園
経
営
の

実
態
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
熊
野
詣
の
奉
加
米
、
熊
野
道
米
、
大
宮
院
（
後
嵯
峨
天

皇
皇
后
）
の
御
産
祈
祷
料
、
材
木
等
の
臨
時
賦
課
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
臨
時
賦
課
は
、
百
姓
等
の
歎
き
に
よ
っ
て
年
貢
未
進

分
が
宛
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
公
文
に
よ
っ
て
算
用
が
行
わ
れ
、
ま
た
材
木
の
調
達
・
納
入
を
め
ぐ
る
円
満
院
と
の
交
渉
が
お
こ
な
わ

れ
た
。
こ
う
し
た
公
文
光
澄
の
活
動
や
算
用
・
文
筆
能
力
は
、
円
満
院
の
直
務
支
配
の
も
と
で
そ
の
文
書
が
残
さ
れ
た
た
め
明
ら
か
に
な

る
が
、
お
そ
ら
く
は
代
々
の
在
地
で
の
活
動
の
な
か
で
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
文
の
活
動
や
荘
園
支
配
の
実
態
に

つ
い
て
は
、
そ
の
前
後
の
時
期
に
お
い
て
も
文
書
の
残
存
状
況
を
含
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
個
別
の
文
書
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
補
訂
し
た
文
書
目
録
を
巻
末
に
付
し
た
。
建
治
年
間
以
降
の
訴
訟
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、

年
号
の
な
い
書
状
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
建
治
元
年
ま
で
の
目
録
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し

た
。
阿
弖
河
荘
を
め
ぐ
っ
て
は
、
片
仮
名
言
上
状
・
地
頭
湯
浅
氏
の
暴
力
性
・
建
治
期
に
お
け
る
相
論
な
ど
特
定
の
時
期
の
事
例
に
注
目

が
集
ま
っ
て
き
た
が
、
全
体
を
通
し
て
史
料
を
検
証
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
円
満
院
・
寂
楽
寺
・
高
野
山
・
荘
官
・

地
頭
湯
浅
氏
・
百
姓
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
や
動
向
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
阿
弖
河
荘
史
料
の
分

析
を
通
し
て
、『
高
野
山
文
書
』
自
体
の
史
料
的
性
格
や
扱
う
際
の
課
題
点
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。『
高
野
山
文
書
』
中
の
阿
弖
河

荘
園
関
連
史
料
に
は
、
無
年
号
の
も
の
や
断
簡
の
も
の
が
多
く
、
い
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
阿
弖
河
荘
史
料
も
存
在
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
課
題
を
示
す
に
留
ま
っ
た
が
、
後
考
を
期
し
た
い
。

（
45
）

人
文
学
報 

第
五
一
四
―
九
号
　
二
〇
一
八
年
三
月
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註（1
）	

金
泰
虎
「
阿
弖
河
庄
に
お
け
る
庄
務
権
と
文
書
」（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
人
文
論
叢
』
第
二
三
巻
、
一
九
九
四
年
）。

（
2
）	
赤
澤
春
彦
「
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
に
残
さ
れ
た
二
通
の
訴
状
正
文
」（『
古
文
書
研
究
』
六
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）
で
は
地
頭
の
訴
状
正
文
が
領
家

側
に
残
さ
れ
た
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）	
主
な
も
の
と
し
て
、
仲
村
研
「
紀
伊
国
阿
弖
河
庄
に
お
け
る
片
仮
名
言
上
状
の
成
立
」（『
荘
園
支
配
構
造
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八

年
所
収
、
初
出
は
一
九
六
五
年
）、
河
野
通
明
「
阿
弖
河
庄
を
め
ぐ
る
寂
楽
寺
と
円
満
院
」（
寺
院
史
研
究
会
編
『
中
世
寺
院
史
の
研
究　

上
』
法

蔵
館
、
一
九
八
八
）、
高
橋
修
「
阿
弖
川
庄
―
領
主
間
の
争
い
と
百
姓
た
ち
の
闘
争
―
」（
山
陰
加
春
夫
編
『
き
の
く
に
荘
園
の
世
界
』
上
巻
、
清

文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
紀
伊
国
阿
弖
川
庄
」（『
講
座
日
本
荘
園
史
』
８
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
4
）	

建
長
七
年
一
二
月
二
二
日
阿
弖
河
上
村
納
銭
請
取
状
（
又
続
五
〇

－

九
五
三
、
阿
一
二
二
）
に
「
法
勝
寺
護
摩
用
途
貳
貫
柒
百
文
」、（
文
永
四

年
ヵ
）
阿
弖
河
荘
雑
掌
重
言
上
状
案
断
簡
（
御
影
堂
文
書
、
清
補
二
）
に
、「
法
勝
寺
九
壇
護
摩
内
大
湯
室
修
理
用
途
并
富（
寂
）楽
寺
仏
性
燈
油
以
下

寺
納
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
文
永
年
間
の
寂
楽
寺
別
当
任
快
の
活
動
中
に
「
法
勝
寺
末
寺
寂
楽
寺
領
阿
弖
河
荘
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
河
野
氏
は
、
円
満
院
と
の
対
抗
上
、
任
快
が
こ
と
さ
ら
法
勝
寺
と
の
関
係
を
表
面
に
押
し
出
し
た
も
の
で
、
法
勝
寺
自
体
と
の
権

門
と
し
て
の
政
治
力
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
河
野
前
掲
注
（
１
）
論
文
）。

（
5
）	

寛
弘
元
年
九
月
二
五
日
太
政
官
符
案
（
前
田
家
本
「
高
野
寺
縁
起
」、
阿
補
七
）。

（
6
）	

寛
弘
五
年
一
〇
月
二
七
日
金
剛
峯
寺
帖
案
（
金
剛
峯
寺
雑
文
、
阿
補
八
）。

（
7
）	

長
寛
二
年
八
月
一
一
日
大
僧
正
寛
遍
請
文
案
（
又
続
五
六

－

一
一
六
、
阿
一
九
号
）。

（
8
）	

河
野
前
掲
（
１
）
論
文
。

（
9
）	（
文
永
四
年
ヵ
）
阿
弖
河
荘
雑
掌
陳
状
案
（
又
続
五
六

－

一
一
二
八
、
阿
一
六
八
）、（
文
永
四
年
ヵ
）
阿
弖
河
荘
雑
掌
言
上
状
案
（
又
続
一
三

－

一
七
〇
・
又
続
三
四

－

三
六
六
、
阿
一
七
七
）、（
文
永
年
中
）
阿
弖
河
荘
雑
掌
重
言
上
状
案
断
簡
（
御
影
堂
文
書
、
清
補
二
）、
建
治
二
年
六
月

阿
弖
河
荘
雑
掌
注
進
状
案
（
又
続
七
九

－

一
四
四
九
、
阿
二
三
四
）。

（
10
）	

嘉
元
二
年
三
月
七
日
後
宇
陀
院
院
宣
案
（
又
続
七
八

－

一
四
二
七
、
阿
二
八
四
）、
嘉
元
二
年
三
月
八
日
東
寺
長
者
御
教
書
（
宝
五
三

－

六
七
九
、

阿
二
八
七
）。
な
お
阿
弖
河
荘
の
領
有
関
係
、
経
緯
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
３
）
高
橋
論
文
参
照
。

（
11
）	

仲
村
研
「
阿
弖
河
荘
研
究
補
遺
」（『
中
世
地
域
史
の
研
究
』
高
科
書
店
、
一
九
八
八
年
所
収
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）、
河
野
前
掲
注
（
３
）
論

文
、
金
前
掲
注
（
１
）
論
文
。

（
12
）	

又
続
一
三
四

－

一
九
二
五
、
阿
七
。

（
13
）	

御
影
堂
文
書
、
清
五
。

（
14
）	

河
野
前
掲
注
（
３
）
論
文
。

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
五



（
15
）	

河
野
前
掲
注
（
３
）
論
文
。

（
16
）	

又
続
三
四

－

二
六
四
・
正
智
院
文
書
、
阿
二
。
又
続
一
三
四

－

一
九
二
七
、
阿
五
。
又
続
一
三
四

－

一
九
二
六
、
阿
六
。

（
17
）	

又
続
五
六

－

一
一
〇
八
、
阿
九
。
仲
村
前
掲
注
（
１
）
論
文
、
湯
川
雅
史
「
湯
浅
氏
の
領
主
制
と
荘
園
領
主
」（『
日
本
歴
史
』
五
七
六
、一
九
九
六
年
）。

（
18
）	
な
お
阿
弖
河
荘
で
「
酒
部
」
の
名
字
を
も
つ
人
物
が
荘
官
と
し
て
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、
弘
長
期
（
一
二
六
一
～
六
四
）
で
あ
り
、「
酒
部
」
は

阿
弖
河
上
荘
の
公
文
と
し
て
見
ら
れ
る
。

（
19
）	
宝
三
三

－

四
二
七
、
阿
一
九
七
。

（
20
）	

河
野
前
掲
注
（
１
）
論
文
。

（
21
）	

又
続
七
八

－

一
四
二
〇
、
阿
一
九
六
。

（
22
）	

高
橋
前
掲
注
（
１
）
論
文
。

（
23
）	

清
補
三
（
１
）（
２
）（
３
）。

（
24
）	

宝
三
三

－

四
二
八
、
阿
二
二
九
。

（
25
）	

又
続
七
九

－

一
四
三
六
、
阿
二
二
八
。

（
26
）	

宝
三
三

－

四
一
九
、
阿
一
三
一
。

（
27
）	

又
続
七
八

－

一
四
二
九
、
阿
一
二
九
。

（
28
）	

又
続
七
八

－

一
四
三
〇
、
阿
一
三
〇
。

（
29
）	

又
続
五
八

－

一
一
二
一
、
阿
一
二
八
。

（
30
）	

又
続
三
四

－

三
五
四
、
阿
一
四
三
。

（
31
）	

こ
れ
が
円
満
院
公
文
所
か
ら
の
発
給
文
書
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
泰
虎
氏
の
指
摘
が
あ
る
（「
庄
園
制
支
配
と
百
姓
結
合
の
展
開
―
紀
伊

国
阿
弖
河
庄
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
五
、一
九
九
七
年
））。

（
32
）	

又
続
七
八

－
一
四
一
二
、
阿
一
六
二
。

（
33
）	

黒
田
弘
子
『
ミ
ミ
ヲ
キ
リ
ハ
ナ
ヲ
ゾ
ギ
ー
片
仮
名
書
百
姓
申
状
論
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）。

（
34
）	

河
野
通
明
「
阿
弖
河
庄
の
百
姓
・
公
文
・
地
頭
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
九
、一
九
八
八
年
）。

（
35
）	

金
前
掲
注
（
31
）
論
文
。

（
36
）	

嘉
禎
四
年
一
一
月
日
阿
弖
河
上
荘
御
綿
注
進
状
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
一
、
阿
一
一
一
号
）。

（
37
）	

寛
元
四
年
三
月
日
阿
弖
河
御
荘
預
所
得
分
注
進
状
（
又
続
五
六
―
一
一
一
四
、
阿
一
一
四
号
）。

（
38
）	

正
嘉
元
年
八
月
一
七
日
阿
弖
河
荘
荘
官
注
進
状
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
六
、
阿
一
二
七
号
）。

（
39
）	

正
嘉
元
年
八
月
二
五
日
阿
弖
河
御
荘
御
年
貢
未
進
注
文
（
又
続
五
六
―
一
一
二
一
、
阿
一
二
八
号
）。

人
文
学
報 

第
五
一
四
―
九
号
　
二
〇
一
八
年
三
月

一
六



（
40
）	

正
嘉
元
年
九
月
八
日
阿
弖
河
御
荘
上
村
在
家
注
進
状
（
又
続
七
八
―
一
三
九
五
、
阿
一
三
四
号
）。

（
41
）	

弘
長
元
年
三
月
日
阿
弖
河
荘
公
文
年
貢
注
進
状
（
又
続
五
六
―
一
三
九
五
、
阿
一
四
六
号
）。

（
42
）	
弘
長
元
年
九
月
一
〇
日
御
熊
野
詣
道
米
注
進
状
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
九
、
阿
一
四
八
号
）、
弘
長
元
年
一
一
月
日
阿
弖
河
荘
上
下
荘
官
百
姓
等

請
文
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
七
、
阿
一
五
〇
号
）
な
ど
。

（
43
）	
正
元
元
年
九
月
日
阿
弖
河
下
公
文
紀
光
澄
申
状
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
二
、
阿
一
四
〇
号
）。

（
44
）	（
正
元
元
年
ヵ
）
七
月
八
日
阿
弖
河
下
公
文
紀
光
澄
申
状
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
三
、
阿
一
三
八
号
）。

（
45
）	

文
応
元
年
一
一
月
日
阿
弖
河
荘
下
村
預
所
得
分
注
進
状
（
又
続
七
八
―
一
四
〇
八
、
阿
一
四
四
）。

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
七



和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考
（
※
3）

1
弘
仁
7

817
7

8
太
政
官
符
写

続
群
書
類
従

1
な
し

2
正
暦
3

992
4

石
垣
上
荘
立
券
文
案

『
高
』
又
続
34 -364

高
野
山
正
智
院
文
書

2
平
4908

3
正
暦
4

993
8
28
紀
伊
国
符
案

『
高
』
又
続
134 -1927

5
平
357

4
正
暦
5

994
9
27
紀
伊
国
在
田
郡
司
解
案

『
高
』
又
続
134 -1926

6
平
360

5
長
保
3

1001
6
26
平
惟
仲
手
印
施
入
状
案

『
高
』
又
続
134 -1925

7
な
し

「
阿
弖
川
」
の
初
見

6
年
月
日
未
詳

石
垣
荘
立
券
文
案
断
簡

御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
5　
紙
背
に
建
治
3年
12月

21日
法
印
判

7
寛
弘
1

1004
9
25
太
政
官
符
案

前
田
家
本
「
高
野
寺
縁
起
」

補
7

平
436

8
寛
弘
5

1008
10

27
金
剛
峯
寺
帖
案

金
剛
峯
寺
雑
文

補
8

な
し

9
長
久
3

1042
12

20
寂
楽
寺
宝
蔵
物
紛
失
状
案

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

平
6166

清
4

10
永
承
4

1049
12

28
太
政
官
符
案

『
高
』
又
続
88 -1627

な
し

平
675

寛
弘
元
年
の
官
符
の
記
載
あ
り

11
保
延
3

1137
12

5
阿
弖
河
下
荘
検
田
目
録
帳

『
高
』
又
続
56 -1108

9
平
2381

年
月
日
部
分
は
本
文
と
異
筆

12
長
寛
2

1164
8
11
大
僧
正
寛
遍
請
文
案

『
高
』
又
続
56 -1116

19
平
3302

13
治
承
2

1178
閏
6
26
造
日
前
国
懸
宮
役
請
文
案

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
壬
生
家
古
文
書
26

平
3838

14
治
承
4ヵ

1180
4
19
藤
原
行
隆
奉
書

『
高
』
宝
33 -414

28
平
3911

15
治
承
4ヵ

1180
5
13
僧
良
琳
請
文
案

『
高
』
続
宝
65 -594

29
な
し

16
治
承
5

1181
1
20
藤
原
行
隆
奉
書

『
高
』
宝
25 -329

30
平
3951

17
寿
永
3

1184
3

金
剛
峰
寺
衆
徒
等
解
状

『
高
』
宝
33 -413

32
平
4146

18
元
暦
1

1184
5

2
源
義
経
書
状

『
高
』
宝
33 -415

36
平
4167

19
元
暦
1

1184
5

2
五
月
二
日
条
（
源
義
経
書
状
引
用
）

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
七

35
な
し

20
元
暦
1

1184
7

2
源
頼
朝
下
文

『
高
』
宝
33 -416

37
平
4183

21
元
暦
1

1184
7

2
源
頼
朝
下
文
案

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
4（
2）

22
元
暦
1

1184
7

2
七
月
二
日
条
（
源
頼
朝
下
文
引
用
）

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
七

35
な
し

23
元
暦
1

1184
7

2
七
月
二
日
条
（
源
頼
朝
下
文
案
）

吾
妻
鏡

38
な
し

24
元
暦
1

1184
7

2
源
頼
朝
御
教
書
案
（
藤
原
俊
兼
奉
書
案
）

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
4（
3）

25
元
暦
1

1184
7

2
七
月
二
日
条
（
藤
原
俊
兼
奉
書
引
用
）

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
七

35
な
し

26
文
治
1

1185
11

9
阿
弖
河
荘
年
貢
送
文
案

『
高
』
又
続
56 -1119

43
鎌
15

27
文
治
2

1186
2
24
中
原
広
元
奉
書
案

『
高
』
又
続
78 -1392

44
鎌
54

28
文
治
2

1186
3
17
北
条
時
政
下
文
案

『
高
』
又
続
11 -28

45
鎌
73

29
建
久
4

1193
9

阿
弖
河
上
荘
在
家
畠
桑
栗
林
漆
等
検
注
状
案
『
高
』
又
続
56 -1109

53
鎌
688

30
建
久
4

1193
9

（
阿
弖
河
）
上
荘
色
々
所
当
物
等
注
進
状
案
『
高
』
又
続
56 -1110

54
鎌
691

31
建
久
4

1193
阿
弖
河
上
荘
田
検
注
状
案

『
高
』
又
続
56 -1111

55
鎌
689

阿
弖
川
荘
関
係
史
料
目
録
（
一
）
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和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考
（
※
3）

32
建
久
4

1193
9

阿
弖
河
上
荘
定
田
地
子
検
注
目
録
案

『
高
』
又
続
80 -1468

56
鎌
692

33
建
久
8

1197
9
21
源
頼
朝
下
文
案

『
高
』
又
続
78 -1394

57
鎌
935

34
建
久
8ヵ

1197
10

13
文
覚
譲
状
案

『
高
』
又
続
78 -1394

58
鎌
939

35
建
久
8

1197
11

3
藤
原
隆
房
家
政
所
下
文
案

『
高
』
又
続
78 -1393

59
鎌
943

36
正
治
1

1199
8

5
藤
原
隆
房
家
政
所
下
文
案

『
高
』
又
続
56 -1117

60
鎌
1068

37
正
治
1

1199
8

5
阿
弖
河
御
荘
預
所
下
文
案

『
高
』
又
続
56 -1118

61
鎌
1069

38
年
月
日
未
詳

阿
弖
河
荘
証
文
目
録
案

『
高
』
又
続
56 -1136

65
な
し

39
元
久
1

1204
8

5
（
阿
弖
河
）
上
荘
年
貢
絹
検
納
状
案

『
高
』
又
続
79 -1466

66
鎌
1471

40
元
久
1

1204
8
19（

阿
弖
河
）
上
荘
年
貢
絹
検
納
状
案

『
高
』
又
続
79 -1466

66
鎌
1472

41
承
元
4

1210
2
10
将
軍
家
（
源
実
朝
）
政
所
下
文
案

『
高
』
又
続
78 -1394

71
鎌
1829

42
承
元
4

1210
2
10
二
月
十
日
条

吾
妻
鏡

72
な
し

43
建
保
7

1219
1
14
後
鳥
羽
上
皇
院
宣

『
高
』
宝
48 -561

73
鎌
2417

44
建
保
7

1219
1
14
後
鳥
羽
上
皇
院
宣
案

金
剛
峯
寺
文
書

74
鎌
2418

45
建
保
7

1219
1
14
正
月
十
四
日
条
（
後
鳥
羽
上
皇
院
宣
引
用
）
高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
八

76
な
し

46
建
保
7

1219
1
15
後
鳥
羽
上
皇
院
宣

『
高
』
宝
48 -562

75
鎌
2420

47
承
久
3

1221
閏
10
12
関
東
下
知
状
案

『
高
』
又
続
78 -1394

80
鎌
2873

48
承
久
3

1221
11

6
六
波
羅
安
堵
状
案

『
高
』
又
続
78 -1394

81
鎌
2884

49
承
久
3ヵ

1221
六
波
羅
？
御
教
書
案
断
簡

『
高
』
又
続
78 -1394

82
鎌
2885

50
貞
応
3ヵ

1224
10

20
行
慈
書
状

神
護
寺
文
書

92
鎌
3304

51
元
仁
2ヵ

1225
2
14
定
圓
書
状

神
護
寺
文
書

94
鎌
3344

52
嘉
禎
1

1235
12

29
櫻
井
宮
覚
仁
法
親
王
御
教
書
案

『
高
』
又
続
57 -1146

101
鎌
4878

53
嘉
禎
1

1235
12

29
櫻
井
宮
覚
仁
法
親
王
下
文
案

『
高
』
又
続
57 -1147

102
鎌
4879

54
嘉
禎
1

1235
12

29
櫻
井
宮
覚
仁
法
親
王
下
文
案

『
高
』
又
続
78 -1399

103
な
し

端
裏
書
を
除
き
、
阿
102と

同
文

55
嘉
禎
4

1238
11

阿
弖
河
荘
御
綿
注
進
状
案

『
高
』
又
続
78 -1401

111
鎌
5328

56
寛
元
4

1246
3

阿
弖
河
御
荘
預
所
得
分
注
進
状
案

『
高
』
又
続
56 -1114

114
鎌
6659

紙
背
は
阿
178

57
寛
元
5

1247
5

金
剛
峯
寺
調
度
文
書
目
録
下

『
高
』
続
宝
16 -257

な
し

鎌
6707

58
建
長
5

1253
1

寂
楽
寺
別
当
職
譲
状
案

高
野
山
正
智
院
文
書

119
鎌
7516

※
4　
袖
判
は
桜
井
宮
か

59
建
長
7

1255
12

22
阿
弖
河
上
村
納
銭
請
取
状

『
高
』
又
続
50 -953

122
鎌
7947

差
出
の
花
押
は
左
衛
門
尉
長
孝

60
建
長
8ヵ

1256
4

1
左
衛
門
尉
長
孝
書
状

『
高
』
宝
33 -418

123
鎌
7985

61
建
長
8

1256
6

高
野
山
住
僧
等
解
状
案

『
高
』
又
続
129 -1914

124
鎌
8006

62
建
長
8ヵ

1256
高
野
山
住
僧
等
解
状
案

『
高
』
又
続
129 -1913

125
鎌
8007

63
（
建
長
8）

1256
高
野
山
住
僧
等
解
状
案

『
高
』
又
続
129 -1913

126
な
し

阿
124と

同
文

64
正
嘉
1

1257
8
17
阿
弖
河
荘
荘
官
注
進
状

『
高
』
又
続
78 -1406

127
鎌
8132

65
正
嘉
1

1257
8
25
阿
弖
河
御
荘
御
年
貢
未
進
注
文

『
高
』
又
続
56 -1121

128
鎌
8136

66
正
嘉
1ヵ

1257
公
文
所
勘
定
状
案

『
高
』
又
続
78 -1429

129
鎌
8069

紙
背
は
阿
130

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
九



和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考
（
※
3）

67
正
嘉
1

1257
8

左
衛
門
尉
時
平
奉
書
案（
円
満
院
門
跡
御
教
書
案
）『
高
』
又
続
78 -1430

130
鎌
8140

阿
129の

紙
背

68
正
嘉
1

1257
8

湯
浅
宗
氏
綿
増
分
注
進
状

『
高
』
宝
33 -419

131
鎌
8138

69
正
嘉
1

1257
9

3
湯
浅
宗
氏
綿
増
分
注
進
状
案

『
高
』
又
続
34 -353

132
鎌
8139

紙
背
は
阿
143

70
正
嘉
1

1257
8

八
月
日
条
（
公
文
所
勘
定
状
引
用
）

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
九

133
な
し

71
正
嘉
1

1257
9

8
阿
弖
河
御
荘
上
村
在
家
注
進
状

『
高
』
又
続
78 -1395

134
鎌
8143

72
年
月
日
未
詳

阿
弖
河
荘
荘
官
訴
状

『
高
』
又
続
56 -1134

135
な
し

73
正
嘉
2

1258
9
16
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8279

74
正
嘉
2

1258
9
26
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8285

75
正
嘉
2

1258
10

4
阿
弖
河
御
荘
御
綿
送
文
案

『
高
』
又
続
78 -1405

137
鎌
8295

76
正
嘉
頃

9
6
宗
範
消
息

『
高
』
又
続
78 -1397

147
鎌
22026

む
ま
殿
（
馬
入
道
願
蓮
）
宛
て
　
※
6

77
正
元
1

1259
10

15
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8416

78
正
元
1

1259
10

23
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8419

79
正
元
1

1259
12

25
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8453

80
正
元
1ヵ

1259
7

8
阿
弖
河
下
公
文
紀
光
澄
申
状

『
高
』
又
続
78 -1403

138
鎌
8390

81
正
元
1

1259
8

阿
弖
河
荘
上
下
公
文
請
文

『
高
』
又
続
78 -1419

139
鎌
8404

82
正
元
1

1259
9

阿
弖
河
下
公
文
紀
光
澄
申
状

『
高
』
又
続
78 -1402

140
鎌
8413

83
正
元
1

1259
10

阿
弖
河
上
荘
地
頭
湯
浅
光
信
訴
状

『
高
』
又
続
57 -1158

141
鎌
8412

※
7　
端
裏
銘
・
裏
花
押

84
正
元
1

1259
11

20
阿
弖
河
荘
未
進
綿
注
文

『
高
』
又
続
50 -928

142
鎌
8433

85
正
元
頃

1259
阿
弖
河
荘
年
貢
結
解
事
書
案

『
高
』
又
続
78 -1434

113
鎌
6733

86
正
元
頃

1259
某
消
息

『
高
』
又
続
56 -1113

178
鎌
9834

阿
114の

紙
背
。
播
磨
法
橋
の
名
が
見
え
る
。

87
文
応
1

1260
9
27
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8559

88
文
応
1

1260
10

8
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8563

89
文
応
1

1260
11

27
阿
弖
河
下
荘
御
綿
代
銭
請
取
状
案

『
高
』
又
続
56 -1135

136
鎌
8579

90
文
応
1

1260
8
26
円
満
院
公
文
所
下
知
状
案

『
高
』
又
続
34 -354

143
鎌
8554

阿
132の

紙
背

91
文
応
1

1260
11

阿
弖
河
荘
下
村
預
所
得
分
注
進
状

『
高
』
又
続
78 -1408

144
鎌
8582

92
文
応
頃

1260
8
30
阿
弖
河
荘
上
下
荘
御
年
貢
綿
員
数
注
文
状
案
『
高
』
又
続
78 -1433

115
鎌
6732

阿
113と

同
筆
跡

93
弘
長
1

1261
3

阿
弖
河
荘
公
文
年
貢
注
進
状

『
高
』
又
続
56 -1395

146
鎌
8641

94
弘
長
1

1261
9
10
御
熊
野
詣
道
米
注
進
状

『
高
』
又
続
78 -1409

148
鎌
8715

95
弘
長
1

1261
10

19
阿
弖
河
荘
下
村
年
貢
綿
送
状

高
野
山
正
智
院
文
書

149
鎌
8726

96
弘
長
1

1261
11

阿
弖
河
荘
上
下
荘
官
百
姓
等
請
文

『
高
』
又
続
78 -1407

150
鎌
8743

97
弘
長
1

1261
11

阿
弖
河
荘
下
村
綿
注
進
状

『
高
』
又
続
78 -1413

151
鎌
8744

98
弘
長
2

1262
3

2
阿
弖
河
荘
綿
結
解
状
案

『
高
』
又
続
56 -1124

152
鎌
8777

99
弘
長
2

1262
9
29
阿
弖
河
荘
官
百
姓
等
申
状

『
高
』
又
続
78 -1410

156
鎌
8875

100
弘
長
3

1263
2
12
阿
弖
河
上
下
荘
条
々
案

金
剛
峯
寺
文
書

160
鎌
8925

101
弘
長
3

1263
2
16
阿
弖
河
荘
官
請
文

『
高
』
又
続
78 -1411

161
鎌
8931
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和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考
（
※
3）

102
文
永
1

1264
6

6
円
満
院
公
文
所
綿
未
進
注
進
土
代

『
高
』
又
続
78 -1412

162
鎌
9105

103
文
永
1

1264
10

30
阿
弖
河
荘
荘
官
材
木
請
文

『
高
』
又
続
58 -1163

163
鎌
9353

104
文
永
1

1264
10

阿
弖
河
荘
荘
官
注
文
案

『
高
』
又
続
78 -1422

164
鎌
9175

105
文
永
2

1265
9
23
阿
弖
川
荘
荘
官
百
姓
等
材
木
請
文

『
高
』
又
続
56 -1140

165
鎌
9353

106
文
永
2

1265
10

5
六
波
羅
召
文
御
教
書
案

『
高
』
又
続
78 -1414

166
鎌
9363

107
文
永
3

1266
9

3
六
波
羅
御
教
書
案

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
1

108
文
永
4ヵ

1267
阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
56 -1128

168
鎌
9828

109
文
永
4ヵ

1267
阿
弖
河
荘
雑
掌
陳
状
案

高
野
山
正
智
院
文
書

169
鎌
9812

110
文
永
4

1267
5
10
阿
弖
河
上
荘
在
家
綿
注
文
案

『
高
』
又
続
56 -1122

170
鎌
8136

111
文
永
4

1267
5
30
六
波
羅
召
文
御
教
書
案

『
高
』
又
続
78 -1415

171
鎌
9713

112
年
月
日
未
詳

寂
楽
寺
別
当
次
第

『
高
』
又
続
34 -380

172
鎌
9714

113
文
永
4ヵ

1267
9
29
法
印
任
快
書
状

『
高
』
宝
33 -430

180
鎌
9832

※
5

114
文
永
4

1267
11

8
阿
弖
河
上
下
荘
地
頭
等
言
上
状

『
高
』
又
続
79 -1437

174
鎌
9799

※
7　
端
裏
銘
・
裏
花
押
は
斎
藤
基
永

115
文
永
4

1267
12

6
六
波
羅
召
文
御
教
書
案

『
高
』
又
続
78 -1416

175
鎌
9812

116
文
永
4

1267
12

阿
弖
河
荘
雑
掌
陳
状
土
代

『
高
』
又
続
56 -1129

『
高
』
又
続
79 -1459

176
鎌
9826

117
文
永
4ヵ

1267
阿
弖
河
荘
雑
掌
言
上
状
案

『
高
』
又
続
13 -170

『
高
』
又
続
34 -366

177
鎌
9830

118
文
永
4ヵ

1267
阿
弖
河
荘
荘
官
言
上
状
案

『
高
』
又
続
34 -351

179
鎌
9827

119
文
永
4ヵ

1267
12

20
法
印
（
任
快
ヵ
）
書
状
案

『
高
』
又
続
79 -1460

181
鎌
9833

120
文
永
4・
5

年
ヵ

1264
～
65

阿
弖
河
荘
雑
掌
重
言
上
状
案
断
簡

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
2

121
文
永
5

1268
4
25
関
東
御
教
書
案

高
野
山
正
智
院
文
書

182
鎌
10236

122
文
永
5

1268
11

13
亀
山
天
皇
宣
旨
写

壬
生
家
古
文
書

183
鎌
10392

123
文
永
6

1269
3

湯
浅
入
道
智
眼
申
状
案

『
高
』
又
続
57 -1156

185
鎌
10409

124
文
永
6

1269
6

湯
浅
入
道
智
眼
申
状
案

『
高
』
又
続
57 -1157

186
鎌
10453

125
文
永
6ヵ

1269
湯
浅
入
道
智
眼
申
状
案

『
高
』
又
続
57 -1159

187
鎌
10410

126
年
未
詳

8
19
法
橋
快
真
書
状
案

『
高
』
又
続
57 -1145

188
鎌
10411

127
年
月
日
未
詳

阿
弖
河
荘
上
村
田
代
綿
等
注
文

『
高
』
又
続
56 -1138

190
な
し

128
文
永
9

1272
8
13
阿
弖
河
荘
上
村
臥
田
注
文

『
高
』
又
続
56 -1127

191
鎌
11082

129
文
永
9

1272
8
13
阿
弖
河
荘
上
村
逃
亡
跡
注
進
状

『
高
』
又
続
78 -1418

192
鎌
11083

130
文
永
10

1273
6

4
阿
弖
河
上
荘
在
家
等
検
注
目
録
案

『
高
』
又
続
78 -1417

193
鎌
11339

131
文
永
10

1273
6

4
阿
弖
河
上
荘
田
代
検
注
目
録
案

『
高
』
又
続
56 -1112

『
高
』
又
続
79 -1467

194
鎌
11338

132
文
永
10

1273
6
12
阿
弖
河
上
下
荘
出
田
配
分
注
文

『
高
』
又
続
56 -1123

195
鎌
11345

133
文
永
10

1273
8
10
円
満
院
宮
円
助
法
親
王
御
教
書
案

『
高
』
又
続
78 -1420

196
鎌
11384

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
前
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
一



和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考
（
※
3）

134
文
永
11

1274
2

3
阿
弖
河
荘
下
村
殿
人
草
刈
注
文

『
高
』
又
続
78 -1421

201
鎌
11534

135
文
永
11

1274
2

7
阿
弖
河
荘
上
村
殿
人
草
刈
注
文

『
高
』
又
続
56 -1126

202
鎌
11535

136
文
永
11

1274
11

24
散
位
某
奉
書
案
（
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王

御
教
書
案
）

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
3（
1）

137
文
永
11

1274
11

24
散
位
某
書
状
案

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
3（
2）

138
文
永
11

1274
11

24
散
位
某
奉
書
案
（
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王

御
教
書
案
）

高
野
山
御
影
堂
文
書

な
し

な
し

清
補
3（
3）

139
建
治
1ヵ

1275
3

8
円
満
院
宮
円
助
法
親
王
御
教
書
案

『
高
』
宝
33 -427

197
鎌
11385

※
4　

140
建
治
1ヵ

1275
3

9
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
請
文

『
高
』
又
続
57 -1141

『
高
』
又
続
34 -388

198
鎌
11259

※
4　

141
建
治
1ヵ

1275
3
10
湯
浅
宗
親
書
状

『
高
』
宝
16 -204

227
な
し

※
4　

142
建
治
1ヵ

1275
地
頭
湯
浅
宗
親
重
請
文
断
簡

高
野
山
正
智
院
文
書

204
鎌
8778

※
4　

143
建
治
1ヵ

1275
3
14
左
衛
門
尉
孝
重
書
状
案

『
高
』
又
続
79 -1456

199
鎌
11386

※
4　

144
建
治
1ヵ

1275
3
14
円
満
院
公
文
所
注
進
状
案

『
高
』
又
続
79 -1436

228
な
し

※
4　

145
建
治
1ヵ

1275
3
14
円
満
院
円
助
法
親
王
御
教
書
案

『
高
』
又
続
79 -1436

228
な
し

※
4　

146
建
治
1ヵ

1275
3
19
僧
唯
浄
書
状

『
高
』
又
続
79 -1446

205
鎌
12268

※
4　

147
建
治
1ヵ

1275
3
20
円
満
院
円
助
法
親
王
御
教
書
案

『
高
』
宝
33 -428

229
な
し

※
4　

148
文
永
～
建
治
ヵ

1264
～
1278

公
文
乗
蓮
・
追
捕
使
光
佛
連
署
状

『
高
』
又
続
50 -984

な
し

鎌
11534

※
5

※
1　『
高
野
山
文
書
』
又
続
宝
簡
集
は
『
高
』
又
続
、
続
宝
簡
集
は
『
高
』
続
宝
、
宝
簡
集
は
『
高
』
宝
、
と
そ
れ
ぞ
れ
略
表
記
を
し
て
い
る
。

※
2　
	仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
一
、
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
1976）。

目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
、
本
史
料
集
に
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
と
し
て
所
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
阿
弖
河
荘
の
も
の

で
は
な
い
と
判
断
し
た
史
料
は
本
目
録
で
は
除
外
し
た
。

※
3　『
清
水
町
誌
資
料
編
』
の
番
号
を
清
（
番
号
）、
そ
の
他
特
記
事
項
を
記
し
た
。

※
4　
河
野
通
明
「
阿
弖
河
荘
を
め
ぐ
る
寂
楽
寺
と
円
満
院
」（
中
世
寺
院
史
研
究
会
編
『
中
世
寺
院
の
研
究
（
上
）』
法
蔵
館
、
1988）。

※
5　
河
野
通
明
「
阿
弖
河
荘
の
百
姓
・
公
文
・
地
頭
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
119、

1988）。
※
6　
高
橋
修
「
阿
弖
川
庄
の
「
馬
入
道
願
蓮
」
―
正
元
～
建
治
期
相
論
の
一
断
面
―
」（
同
『
中
世
武
士
団
と
地
域
社
会
』、
2000〔

初
出
1990〕）。

※
7　
赤
澤
春
彦
「
紀
伊
国
阿
弖
川
荘
に
残
さ
れ
た
二
通
の
訴
状
正
文
―
鎌
倉
期
に
お
け
る
訴
状
正
文
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
古
文
書
研
究
』
63号
、
2007）。
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